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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第55期

中間連結会計期間
第56期

中間連結会計期間
第55期

会計期間
自　2023年10月１日
至　2024年３月31日

自　2024年10月１日
至　2025年３月31日

自　2023年10月１日
至　2024年９月30日

売上高 （百万円) 66,534 65,437 115,362

経常利益 （百万円) 9,341 7,640 8,147

親会社株主に帰属する中間

（当期）純利益
（百万円) 6,212 4,881 5,003

中間包括利益又は包括利益 （百万円) 7,206 5,412 5,719

純資産額 （百万円) 79,290 80,406 76,373

総資産額 （百万円) 130,392 128,274 119,732

１株当たり中間（当期）

純利益
（円) 391.17 310.07 316.44

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益
（円) － － －

自己資本比率 （％) 54.0 55.7 56.5

営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円) △7,983 △11,570 13,535

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円) △3,506 △2,395 △2,906

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円) △2,968 △1,531 △4,938

現金及び現金同等物の中間期末（期

末）残高
（百万円) 10,466 15,121 30,627

　（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

　　　　２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

　　　　３．第48期中間連結会計期間より役員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託を導入しております。当該信託が

所有する当社株式については自己株式として計上しております。１株当たり中間（当期）純利益の算定にあ

たっては、当該株式数を控除対象の自己株式に含めて算定しております。

 

 

２【事業の内容】

　当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生はありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記

載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

EDINET提出書類

株式会社三菱総合研究所(E23492)

半期報告書

 3/26



２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

（１）経営成績の状況

　当中間連結会計期間（2024年10月１日～2025年３月31日）の世界経済は底堅い成長が続いたものの、米国の外

交・通商政策に対する不確実性が高まりました。米国の保護主義的な政策スタンスの強まりが先行きの世界経済に

及ぼす影響に懸念が広がりつつあり、金融市場の変動が強まっているほか、企業の投資判断にも影響が生じていま

す。

　わが国経済は、海外情勢の不確実性が高いなかでも、緩やかに持ち直しています。米・生鮮食品価格の高騰が家

計の購買力やマインドを下押ししていますが、25年春闘では２年連続で５％超の賃金上昇が見込まれるなど、明る

い材料も見られます。また、企業の設備投資は、人手不足対応やDX・GX(*)関連、サプライチェーン強靱化等の投

資ニーズが強く、底堅い設備投資計画が示されています。政策面では、「デジタル行財政改革」が開催され、GXと

DXの両立を支える電力・通信インフラの整備に向けた検討、教育や医療、インフラ管理等の公共・準公共分野でデ

ジタル技術活用など、具体的な検討を進める方針が示されました。これらの政策課題への対応は、当社の重点領域

である「DX・GX・HX」事業の追い風になると期待されます。

　このような社会情勢・事業環境を踏まえつつ、当社は経営理念「豊かで持続可能な未来の共創を使命として、世

界と共に、あるべき未来を問い続け、社会課題を解決し、社会の変革を先駆ける」を掲げ、事業に取り組んでいま

す。

　当連結会計年度は「中期経営計画2026」（中計2026）の２年目にあたり、中計2026期間全体の折り返し地点とな

ります。「中計2026」では、当社グループの経営理念のもと、財務、非財務、社会の３価値の拡大とともに、DX事

業の成長による規模拡大と基幹事業の質の改革による収益性向上、次世代事業の育成・拡大による事業ポートフォ

リオ転換の加速などによって実現を目指しております。

　引き続き事業戦略においては、「社会・公共イノベーション」「デジタルイノベーション」「金融システムイノ

ベーション」の３つの事業軸で戦略領域を定めて取り組んでいます。公共向けには行政DXの推進、民間向けにはDX

コンサルティングとクラウド移行を組み合わせた支援やビッグデータ分析を採り入れたデジタルマーケティング、

金融向けには事業領域や顧客層拡大などを積極的に展開しています。

　特に当連結会計年度においては、「中計2026」初年度（前連結会計年度）に明らかになった課題を踏まえ、シン

クタンク・コンサルティングサービスセグメント（TTC）における人材増強と生産性向上、新事業等の選択と集中

を進めています。また、ITサービスセグメント（ITS）では、主力事業の強化・利益率の改善を図りつつ、戦略的

な人材活用を強化しています。

 

　当中間連結会計期間は、当連結会計年度の方針に沿った取り組みを進めましたが、TTCの受注遅れやITSにおける

不採算案件に伴う追加的な費用増があり、当社グループの同期間における業績は、売上高は65,437百万円（前年同

期は1.6％減）、営業利益は6,819百万円（同20.7％減）、経常利益は7,640百万円（同18.2％減）、親会社株主に

帰属する中間純利益は4,881百万円（同21.4％減）となりました。

 

(*)GX ：グリーン・トランスフォーメーションの略。化石燃料中心の経済・社会、産業構造を再生可能エネルギー

中心に移行させ、経済社会システム全体を変革すること。

 

　セグメント別の業績は次のとおりであります。

 

（シンクタンク・コンサルティングサービス）

　当中間連結会計期間は、エネルギー・運輸・IT関連企業のシステム、事業戦略支援関連業務や金融機関からの人

材関連・マーケティング関連業務等が貢献したものの、前中間連結会計期間に計上した複数の大型案件等の終了に

よる影響をカバーできず、売上高（外部売上高）は28,914百万円（前年同期比5.0％減）、経常利益は5,648百万円

（同9.4％減）となりました。

 

（ITサービス）

　当中間連結会計期間は、産業・公共分野のシステム更改案件や人事・文教向けサービス等の伸長はあったもの

の、金融・カード分野の減収や不採算案件の影響により、売上高（外部売上高）が36,523百万円（前年同期比

1.2％増）、経常利益は1,999百万円（同35.6％減）となりました。
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（２）財政状態の状況

　当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べて8,541百万円増加し、128,274百万円（前年度末比

7.1％増）となりました。内訳としては、流動資産が82,867百万円（同11.6％増）、固定資産が45,407百万円（同

0.1％減）となりました。流動資産の増加は、季節要因により、現金及び預金が15,506百万円減少したものの、受

取手形、売掛金及び契約資産が23,346百万円増加したことによるものであります。固定資産の減少は、投資有価証

券の時価評価等で増加したものの、減価償却等により減少したことによるものであります。

　負債は、季節要因により買掛金が5,095百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比べて4,508百万円増

加し、47,867百万円（同10.4％増）となりました。

　純資産は、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末と比べて4,033百万円増加し、80,406百万円（同5.3％

増）となりました。

 

（３）キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ15,506百万円減少し、

15,121百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次の

とおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、11,570百万円の支出（前年同期は7,983百万円の支出）となりました。

これは主に、税金等調整前中間純利益7,051百万円、売上・受注の増加及び季節要因による売上債権及び契約資産

の増加23,345百万円、仕入債務の増加5,090百万円等によるものであります。なお、当社グループは３月から４月

にかけて完了するプロジェクトが多いことから、中間連結会計期間までは支出が先行し営業活動によるキャッ

シュ・フローはマイナスになる傾向があります。

　前中間連結会計期間との比較においては、税金等調整前中間純利益が2,202百万円減少したこと等により、3,587

百万円減少となりました。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、2,395百万円の支出（前年同期は3,506百万円の支出）となりました。こ

れは主に、有形固定資産の取得による支出942百万円、無形固定資産の取得による支出1,432百万円等によるもので

あります。

　前中間連結会計期間との比較においては、有形固定資産の取得による支出が209百万円減少、敷金及び保証金の

差入による支出が943百万円減少したこと等により、1,110百万円の収入増となりました。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、1,531百万円の支出（前年同期は2,968百万円の支出）となりました。こ

れは主に、配当金の支払額1,282百万円等によるものであります。

　前中間連結会計期間との比較においては、自己株式の取得による支出が1,034百万円減少したこと等により、

1,436百万円増加となりました。

 

（４）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更

はありません。

 

（５）研究開発活動

　当中間連結会計期間における研究開発費は636百万円であります。なお、当中間連結会計期間において、研究開

発活動の状況に重要な変更はありません。

 

 

３【経営上の重要な契約等】

　当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 60,000,000

計 60,000,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行数
（株）
　　（2025年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（2025年４月25日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 16,044,000 16,044,000
東京証券取引所

プライム市場
単元株式数100株

計 16,044,000 16,044,000 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

2024年11月22日

（注）
△380,080 16,044,000 － 6,336 － 4,851

　 （注）自己株式の消却による減少であります。
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（５）【大株主の状況】

  2025年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口）

東京都港区赤坂一丁目８番１号　赤坂イ

ンターシティＡＩＲ
1,593,200 9.93

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目３番１号 975,076 6.07

三菱重工業株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目２番３号 975,000 6.07

三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 902,200 5.62

三菱総合研究所グループ従業員

持株会
東京都千代田区永田町二丁目１０番３号 780,680 4.86

三菱ケミカル株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目１番１号 624,000 3.88

三菱マテリアル株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目２番３号 554,600 3.45

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 505,074 3.14

株式会社日本カストディ銀行（信託

口）
東京都中央区晴海一丁目８番１２号 480,600 2.99

ＡＧＣ株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 447,500 2.78

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 447,500 2.78

計 － 8,285,430 51.64

 

（注）1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式のうち、560,000株は投資信託、116,300株は年金信

託です。

　　　2.株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式のうち、293,200株は投資信託、45,500株は年金信託です。

　　　3.株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから、2024年７月29日付で株式会社三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ

信託銀行株式会社及び三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社を共同保有者とする大量保有報告書の変更報告

書が関東財務局長に提出され、公衆の縦覧に供されております。しかしながら、当社としては、2025年３月31日

現在の当該法人の実質所有株式数を完全に確認できないため、上記大株主の状況は、株主名簿の記載内容に基づ

いて記載しております。なお、当該変更報告書による2024年７月22日現在の株式所有状況は以下のとおりです。

氏名又は名称 住所
所有株式数

（株）

発行済株式の総

数に対する所有

株式数の割合

（％）

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 505,074 3.08

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 532,574 3.24

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株

式会社
東京都港区東新橋一丁目９番１号 130,900 0.80

計 － 1,168,548 7.11
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　　　4.シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社から、2024年５月21日付で大量保有報告書の変更報告

書が関東財務局長に提出され、公衆の縦覧に供されております。しかしながら、当社としては、2025年３月31日

現在の当該法人の実質所有株式数を完全に確認できないため、上記大株主の状況は、株主名簿の記載内容に基づ

いて記載しております。なお、当該変更報告書による2024年５月15日現在の株式所有状況は以下のとおりです。

氏名又は名称 住所
所有株式数

（株）

発行済株式の総

数に対する所有

株式数の割合

（％）

シュローダー・インベストメント・

マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目８番３号 619,500 3.77

計 － 619,500 3.77

 

 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2025年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 16,028,300 160,283 －

単元未満株式 普通株式 15,200 － －

発行済株式総数  16,044,000 － －

総株主の議決権  － 160,283 －

 （注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、役員報酬BIP信託にかかる信託口が保有する当社株式

293,600株（議決権2,936個）が含まれております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式６株及び役員報酬BIP信託にかかる信託口が保

有する当社株式19株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2025年３月31日現在

所有者の氏名又は名
称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

株式会社三菱総合

研究所

東京都千代田区永田

町二丁目10番３号
500 － 500 0.00

計 － 500 － 500 0.00

 （注）上記の自己保有株式及び自己保有の単元未満株式のほか、役員報酬BIP信託にかかる信託口が保有する当社株

式293,619株を連結財務諸表上、自己株式として処理しております。

 

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．中間連結財務諸表の作成方法について
当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第

１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。

 

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（2024年10月１日から2025年３月

31日まで）に係る中間連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる期中レビューを受けております。
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１【中間連結財務諸表】

（１）【中間連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(2025年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 30,927 15,421

受取手形、売掛金及び契約資産 40,577 63,924

棚卸資産 ※ 208 ※ 289

その他 2,568 3,232

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 74,282 82,867

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,484 6,949

機械装置及び運搬具（純額） 14 11

工具、器具及び備品（純額） 1,381 1,174

土地 720 720

リース資産（純額） 974 903

建設仮勘定 361 1,137

有形固定資産合計 10,937 10,898

無形固定資産   

ソフトウエア 5,482 4,474

リース資産 7 2

その他 1,342 2,262

無形固定資産合計 6,832 6,739

投資その他の資産   

投資有価証券 18,130 19,056

繰延税金資産 4,477 4,246

その他 5,075 4,469

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 27,679 27,769

固定資産合計 45,449 45,407

資産合計 119,732 128,274
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(2025年３月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,731 8,826

未払金 1,510 1,192

未払費用 13,164 13,236

未払法人税等 1,734 2,015

賞与引当金 5,921 4,922

役員賞与引当金 188 109

受注損失引当金 132 481

資産除去債務 468 451

その他 4,276 4,412

流動負債合計 31,128 35,647

固定負債   

リース債務 899 826

役員退職慰労引当金 10 13

株式報酬引当金 540 599

退職給付に係る負債 9,740 9,738

資産除去債務 1,041 1,043

固定負債合計 12,230 12,220

負債合計 43,359 47,867

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,336 6,336

資本剰余金 4,908 4,908

利益剰余金 57,036 58,750

自己株式 △3,261 △1,336

株主資本合計 65,019 68,658

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,207 2,422

繰延ヘッジ損益 38 33

為替換算調整勘定 9 △0

退職給付に係る調整累計額 355 343

その他の包括利益累計額合計 2,611 2,800

非支配株主持分 8,742 8,947

純資産合計 76,373 80,406

負債純資産合計 119,732 128,274
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（２）【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

  （単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
(自　2023年10月１日
　至　2024年３月31日)

当中間連結会計期間
(自　2024年10月１日
　至　2025年３月31日)

売上高 66,534 65,437

売上原価 49,203 48,998

売上総利益 17,331 16,439

販売費及び一般管理費 ※１ 8,729 ※１ 9,619

営業利益 8,601 6,819

営業外収益   

受取利息 10 5

受取配当金 71 73

持分法による投資利益 491 694

その他 192 67

営業外収益合計 765 841

営業外費用   

支払利息 12 5

投資事業組合運用損 9 9

その他 2 5

営業外費用合計 24 20

経常利益 9,341 7,640

特別利益   

固定資産売却益 － 0

投資有価証券売却益 － 7

特別利益合計 － 8

特別損失   

固定資産除却損 25 3

減損損失 ※２ 28 ※２ 591

投資有価証券評価損 29 －

その他 3 1

特別損失合計 87 597

税金等調整前中間純利益 9,254 7,051

法人税等 2,621 1,844

中間純利益 6,633 5,207

非支配株主に帰属する中間純利益 420 326

親会社株主に帰属する中間純利益 6,212 4,881
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【中間連結包括利益計算書】

  （単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
(自　2023年10月１日
　至　2024年３月31日)

当中間連結会計期間
(自　2024年10月１日
　至　2025年３月31日)

中間純利益 6,633 5,207

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 520 229

繰延ヘッジ損益 20 △4

為替換算調整勘定 △3 △9

退職給付に係る調整額 26 △14

持分法適用会社に対する持分相当額 8 4

その他の包括利益合計 572 204

中間包括利益 7,206 5,412

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 6,716 5,070

非支配株主に係る中間包括利益 490 341
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（３）【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
(自　2023年10月１日
　至　2024年３月31日)

当中間連結会計期間
(自　2024年10月１日
　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益 9,254 7,051

減価償却費 1,834 1,785

減損損失 28 591

賞与引当金の増減額（△は減少） △828 △998

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △72 △79

株式報酬引当金の増減額（△は減少） 213 59

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 12 14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 16 △23

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2 3

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 0

受注損失引当金の増減額（△は減少） △660 348

受取利息及び受取配当金 △81 △78

支払利息 12 5

持分法による投資損益（△は益） △491 △694

固定資産売却損益（△は益） － △0

固定資産除却損 25 3

投資有価証券売却損益（△は益） － △7

投資有価証券評価損益（△は益） 29 －

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） △24,822 △23,345

棚卸資産の増減額（△は増加） △80 △80

仕入債務の増減額（△は減少） 7,188 5,090

未払費用の増減額（△は減少） 967 71

未払消費税等の増減額（△は減少） △398 △443

契約負債の増減額（△は減少） 30 362

その他 △37 △31

小計 △7,858 △10,395

利息及び配当金の受取額 267 291

利息の支払額 △11 △5

法人税等の支払額 △380 △1,461

営業活動によるキャッシュ・フロー △7,983 △11,570

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,152 △942

無形固定資産の取得による支出 △1,335 △1,432

投資有価証券の取得による支出 △122 △41

投資有価証券の売却による収入 51 7

匿名組合出資金の払戻による収入 － 26

貸付けによる支出 △1 △1

貸付金の回収による収入 0 1

敷金及び保証金の差入による支出 △960 △16

敷金及び保証金の回収による収入 14 2

その他 0 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,506 △2,395
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  （単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
(自　2023年10月１日
　至　2024年３月31日)

当中間連結会計期間
(自　2024年10月１日
　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △200 －

リース債務の返済による支出 △301 △112

配当金の支払額 △1,203 △1,282

非支配株主への配当金の支払額 △228 △136

自己株式の取得による支出 △1,034 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,968 △1,531

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 △9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △14,460 △15,506

現金及び現金同等物の期首残高 24,926 30,627

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 10,466 ※ 15,121
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022年改

正会計基準」という。）等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20－

３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第28号　2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65－２項(2)ただし書きに定める経過的な

取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表

における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用

しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及

適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前中間連結財

務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。

 

（中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用の計算については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（追加情報）

（取締役、執行役員及び研究理事に対する業績連動型株式報酬制度）

当社及び一部の連結子会社は、当社及び一部の連結子会社の取締役（社外取締役、非業務執行取締役及び国

外居住者を除く。）並びに委任契約を締結している執行役員及び研究理事（国外居住者を除く。以下、取締役

と併せて「取締役等」という。）を対象として、業績連動型株式報酬制度（以下、「本制度」という。）を導

入しております。本制度は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めるこ

とを目的としたものであり、当社グループ業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度で

あります。

本制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上

の取扱い」（実務対応報告第30号　2015年３月26日）に準じております。

 

（１）取引の概要

本制度は、役員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託（以下、「BIP信託」という。）と称される仕組み

を採用いたしました。当社及び一部の連結子会社は、取締役等の退任後（当該取締役等が死亡した場合は死

亡時。）に、BIP信託により取得した当社株式及び当社株式の換価処分金相当の金銭を業績目標の達成度等

に応じて交付又は給付いたします。

 

（２）信託に残存する自社の株式

本信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に

自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末1,375百万

円、302千株、当中間連結会計期間末1,333百万円、株式数は293千株であります。

 

（法人税等の税率の変更による影響）

　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月１

日以後に開始する連結会計年度より防衛特別法人税が新設されることとなりました。

　これに伴い、2026年10月１日以後開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰

延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.62％から31.52％となります。

　この税率変更により、当中間連結会計期間において、未払法人税等は69百万円減少し、法人税等は同額減少し

ております。
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（中間連結貸借対照表関係）

　　　　※　棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度
（2024年９月30日）

当中間連結会計期間
（2025年３月31日）

商品及び製品 88百万円 221百万円

仕掛品 105 52 

原材料及び貯蔵品 15 15 

計 208 289 

 

 

（中間連結損益計算書関係）

※１.　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前中間連結会計期間
（自　2023年10月１日
　　至　2024年３月31日）

　当中間連結会計期間
（自　2024年10月１日
　　至　2025年３月31日）

給料手当 2,748百万円 3,187百万円

役員報酬 402 376 

賞与引当金繰入額 1,109 1,120 

役員賞与引当金繰入額 66 71 

株式報酬引当金繰入額 149 82 

退職給付費用 163 174 

業務委託費 675 712 

賃借料 527 569 

 

　※２.　減損損失

　前中間連結会計期間において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

本社

（東京都千代田区）
事業用資産

ソフトウエア

その他無形固定資産

　当社グループは、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位を基礎として資産のグルーピングを行っ

ており、遊休資産においては個々の資産についてグルーピングしております。

　前中間連結会計期間において、一部事業の廃止を決定したことから、当該事業にかかる資産グループの帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（28百万円）として特別損失に計上しました。その内訳

は、ソフトウエア27百万円、その他無形固定資産０百万円であります。

　なお、当該資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローがマイナ

スであると見込まれることから、回収可能価額はゼロと算定しております。

 

　当中間連結会計期間において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

本社

（東京都千代田区）
事業用資産

ソフトウエア

その他無形固定資産

連結子会社　三菱総研DCS㈱

（東京都品川区）
事業用資産 長期前払費用

　当社グループは、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位を基礎として資産のグルーピングを行っ

ており、遊休資産においては個々の資産についてグルーピングしております。

　当中間連結会計期間において、一部事業の廃止を決定したことから、当該事業にかかる資産グループの帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（591百万円）として特別損失に計上しました。その内訳

は、ソフトウエア585百万円、その他無形固定資産１百万円及び長期前払費用４百万円であります。

　なお、当該資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローがマイナ

スであると見込まれることから、回収可能価額はゼロと算定しております。
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　３.　業績の季節的変動

　当社グループでは、特にシンクタンク・コンサルティングサービスにおいて、主要な取引先である官公庁の

会計年度の関係により、例年下半期に受注し翌上半期に納期を迎えるプロジェクトが多いことから、上半期の

業績が下半期と比較して良く、営業利益が大きくなる傾向があります。

 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　　　※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
　前中間連結会計期間
（自 2023年10月１日
　　至 2024年３月31日）

　当中間連結会計期間
（自 2024年10月１日
　　至 2025年３月31日）

現金及び預金勘定 10,766百万円 15,421百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △300 △300 

現金及び現金同等物 10,466 15,121 
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前中間連結会計期間（自　2023年10月１日　至　2024年３月31日）

　　　１．配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2023年12月19日

定時株主総会
普通株式 1,203 75.0 2023年９月30日 2023年12月20日 利益剰余金

（注）2023年12月19日開催の定時株主総会による配当金総額には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式に対する配

当金10百万円が含まれております。

 

　　　　　２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となる

もの

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年４月25日

取締役会
普通株式 1,283 80.0 2024年３月31日 2024年６月７日 利益剰余金

（注）2024年４月25日開催の取締役会による配当金総額には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式に対する配当金

24百万円が含まれております。

 

Ⅱ　当中間連結会計期間（自　2024年10月１日　至　2025年３月31日）

　　　１．配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年12月18日

定時株主総会
普通株式 1,283 80.0 2024年９月30日 2024年12月19日 利益剰余金

（注）2024年12月18日開催の定時株主総会による配当金総額には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式に対する配

当金24百万円が含まれております。

 

　　　　　２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となる

もの

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年４月25日

取締役会
普通株式 1,283 80.0 2025年３月31日 2025年６月９日 利益剰余金

（注）2025年４月25日開催の取締役会による配当金総額には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式に対する配当金

23百万円が含まれております。

 

　　　　　３．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、2024年10月30日開催の取締役会決議に基づき、2024年11月22日付で、自己株式380,080株の消

却を実施しております。この結果、当中間連結会計期間において利益剰余金及び自己株式がそれぞれ

1,884百万円減少しております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前中間連結会計期間（自　2023年10月１日　至　2024年３月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：百万円）

 報告セグメント

合計
調整額
（注）１

中間連結
損益計算書
計上額
（注）２

 
シンクタンク・
コンサルティン
グサービス

ITサービス

売上高      

外部顧客への売上高 30,433 36,101 66,534 － 66,534

セグメント間の内部売上高又

は振替高
30 793 824 △824 －

 計 30,464 36,894 67,358 △824 66,534

セグメント利益 6,233 3,104 9,338 3 9,341

（注）１．セグメント利益の調整額は、全てセグメント間取引消去であります。

     ２．セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　当中間連結会計期間において、シンクタンク・コンサルティングサービスでは28百万円の減損損失を計上し

ております。

 

Ⅱ　当中間連結会計期間（自　2024年10月１日　至　2025年３月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：百万円）

 報告セグメント

合計
調整額
（注）１

中間連結
損益計算書
計上額
（注）２

 
シンクタンク・
コンサルティン
グサービス

ITサービス

売上高      

外部顧客への売上高 28,914 36,523 65,437 － 65,437

セグメント間の内部売上高又

は振替高
39 681 721 △721 －

 計 28,953 37,205 66,159 △721 65,437

セグメント利益 5,648 1,999 7,647 △7 7,640

（注）１．セグメント利益の調整額は、全てセグメント間取引消去であります。

     ２．セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　当中間連結会計期間において、シンクタンク・コンサルティングサービスでは586百万円、ITサービスでは

４百万円の減損損失を計上しております。
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（企業結合等関係）

該当事項はありません。

 

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前中間連結会計期間（自　2023年10月１日　至　2024年３月31日）

   （単位：百万円）

 

報告セグメント

合計シンクタンク・コ
ンサルティング
サービス

ITサービス

官公庁 22,442 425 22,868

金融・カード 1,288 25,770 27,058

一般産業 6,702 9,905 16,607

外部顧客への売上高 30,433 36,101 66,534

 うち、顧客との契約から生じる収益 30,433 32,698 63,131

　　　その他の収益（注） － 3,402 3,402

（注）　その他の収益は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づくリース収益であり、金融・

カード3,340百万円、一般産業61百万円であります。

 

当中間連結会計期間（自　2024年10月１日　至　2025年３月31日）

   （単位：百万円）

 

報告セグメント

合計シンクタンク・コ
ンサルティング
サービス

ITサービス

官公庁 21,238 882 22,121

金融・カード 1,268 25,485 26,753

一般産業 6,407 10,155 16,563

外部顧客への売上高 28,914 36,523 65,437

 うち、顧客との契約から生じる収益 28,914 32,490 61,404

　　　その他の収益（注）  － 4,033 4,033

（注）　その他の収益は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づくリース収益であり、金融・

カード3,966百万円、一般産業66百万円であります。
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（１株当たり情報）

　１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
　前中間連結会計期間
（自　2023年10月１日
　　至　2024年３月31日）

　当中間連結会計期間
（自　2024年10月１日
　　至　2025年３月31日）

１株当たり中間純利益 391円17銭 310円07銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する中間純利益（百万円） 6,212 4,881

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利

益（百万円）
6,212 4,881

普通株式の期中平均株式数（千株） 15,882 15,744

（注）１．潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　２．役員報酬BIP信託が所有する当社株式を、１株当たり中間純利益の算定上、期中平均株式数の計算におい

て控除する自己株式に含めております。自己株式の期中平均株式数は前中間連結会計期間541千株、当中

間連結会計期間408千株であり、このうち役員報酬BIP信託が所有する当社株式の期中平均株式数は前中間

連結会計期間161千株、当中間連結会計期間299千株であります。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社三菱総合研究所(E23492)

半期報告書

22/26



２【その他】

　（剰余金の配当）

　2025年４月25日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　１．中間配当による配当金の総額　　　　　1,283百万円

　２．１株当たり金額　　　　　　　　　　　80円

　３．支払請求の効力発生日及び支払開始日　2025年６月９日

（注）　2025年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書  

 

2025年４月25日

 

株式会社三菱総合研究所
 

取　締　役　会　　御　中

 

有限責任監査法人ト ー マ ツ

　東　京　事　務　所

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 長沼　洋佑

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 石川　　慶

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社三菱総

合研究所の2024年10月1日から2025年9月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2024年10月1日から2025年3月31

日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、

中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

　当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、株式会社三菱総合研究所及び連結子会社の2025年3月31日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、

また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手した

と判断している。

 

中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付

ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財

務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場

合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期

中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で

きなくなる可能性がある。

・　中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

いないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構

成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認め

られないかどうかを評価する。

・　中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人

の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発

見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

 

　（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．ＸＢＲＬデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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